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（参考１）観光バス駐車対策事例 
 

 

地域 対策名 頁 

台東区 ○浅草寺周辺の観光バス対策 参-1 

札幌市 ○観光バス駐待機場の整備 参-3 

仙台市 
○観光バス駐車場情報の提供 

○駅前広場の観光・送迎バス乗降場情報の提供 

参-4 

参-5  

川崎市 ○川崎大師平間寺駐車場の設置 参-6 

横浜市 ○観光バス駐車場情報の提供 参-7 

静岡市 ○静岡市駿府城跡観光バス駐車場の整備 参-8 

浜松市 ○アクトシティ南バス乗り場の整備 参-9 

京都市 
○くるっとパーク東山バス駐車場の予約 

○観光バス路上混雑対策ネットワーク会議の設置 
参-10 

大阪市 
○大阪城公園城南バス駐車場の整備 

○日本橋観光バス乗降場所における交通規制の実施 
参-11 

堺市 
○堺観光ガイドによるバス駐車場情報の提供 

○堺市公園協会による運営駐車場情報の提供 

参-12 

参-13 

奈良市 ○奈良公園団体バス駐車場予約システム 参-14 

福岡市 

○観光バス駐車場情報の提供 

○貸切バス駐車場の整備とショットガン方式の導入 

○出来町公園観光バス乗降場の整備 

参-15 

参-16 

参-17 

※掲載情報は、特に注意書きがない場合、平成31年２月時点のものである。 

 

 

 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-1 

（１） 台東区 

 

項目 具体的内容 

地域の課題 
浅草では、時間帯によって路上に駐停車する観光バスの集中による渋滞や観光バス

利用者の歩道への滞留が問題になっていた。 

観光入込客数 

の推移 

H24年度：4,383万人 H26年度：4,504万人 H28年度：5,061万人 

（台東区観光統計） 

対策の 

実施状況 

○乗降分離・乗降場の交通規制 

平成28年12月１日より、観光バス乗降場を分離する実証実験を開始、その後、実

証実験を経て、平成29年４月１日から本運用 

これまで乗降場として使用していた二天門（３バース）及び東武浅草駅（２バー

ス）の２ヶ所を乗車専用と改め、また、雷門通り（１バース）、国際通り（２バー

ス）及び言問通り（１バース）の合計４バースを降車専用として新設することで、

乗車と降車を分離 

そのほか、交通規制により乗降場を明確にすることで、迷惑な駐停車を防止 

  
○観光バス予約システムの導入 

平成29年２月より、インターネットを活用した観光バスの予約システムを導入

し、運用開始 

【予約システムの概要】 

 

 

 

 

 

 

 
出典：台東区観光バス対策基本計画（台東区） 

概要 
インターネットで、乗車希望時間を選択
し、時間に合う駐車場・乗車場の予約が
可能 

予約方法 予約サイトへアクセスし、手続き 

事前予約 利用希望日の３ヶ月前～７日前まで 

支払方法 利用料金の前払（振込） 

その他 降車場は予約不要 

  事前予約による駐車場、乗車場の確保 

安定・確実な旅行行程の実現 

予約によりＯＫ 

 

出典：台東区提供写真・図 

出典：観光バス乗車場・降車場のご案内 
（台東区HP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-2 

 

項目 具体的内容 

対策の 

実施状況 

【予約システム利用の流れ】 

台東区ホームページから、翌日・３日後・５日後の予約状況の確認が可能 

 
出典：観光バス予約システムの流れ（台東区HP） 

【東参道・二天門通りの状況】 

予約システムを導入したことで、東参道・二天門通りにおける観光バスの一極集

中による混雑が緩和され、交通負荷が軽減 

 

【対策実施前】              【対策実施後】 

出典：台東区提供写真      

○条例の制定 

平成29年３月「東京都台東区観光バスに関 

する条例」を制定 

条例では、乗車場・降車場の指定や利用方 

法、迷惑な駐停車等に対する指導・勧告等を 

定めるとともに、重点区域内を監視員が巡回 

し、適切な駐停車等の指導等を実施 
【重点区域】 

出典：台東区提供図 

○観光バス待合所の設置 

観光バス乗車場利用者の歩道への滞留を防ぐため、平成29年４月に二天門乗車

場、平成30年２月に東武浅草駅乗車場に、それぞれ観光バス待合所を開設 

二天門待合所にはトイレを設置、東武浅草駅待合所には多言語で対応できるコ

ンシェルジュを配置することで、利用者の利便性が向上 

    
【二天門観光待合所】        【東武浅草駅観光待合所】 

出典：観光バス待合所（台東区HP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-3 

（２） 札幌市 

 

項目 具体的内容 

地域の課題 

観光バスの路上駐車が一般車両の通行の妨げになっている状況を受け、観光バス実

態調査により、路上駐車の実態を把握。無料の観光バス待機場の時間延長、利用促進

のための啓蒙活動等の施策を経て、現在の運用となった。 

しかし、待機場不足は解消されず、都心部での観光バス駐車場や乗降場の確保が課題

となっている。 

観光入込客数 

の推移 

H27年度：1,365万人 H28年度：1,388万人 H29年度：1,527万人 

（札幌市観光統計データ） 

対策の 

実施状況 

○観光バス駐待機場の整備 

運営主体：タイムズ24株式会社 

 

 
出典：観光バス駐待機場について（札幌市HP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-4 

（３） 仙台市 

 

項目 具体的内容 

地域の課題 
今後、広域観光やインバウンドの拡大状況に伴い、観光バス等の駐停車に起因する課

題が想定される。 

観光入込客数 

の推移 

H27年：2,229万人 H28年：2,215万人 H29年：2,200万人 

（仙台市観光統計基礎データ） 

対策の 

実施状況 

○観光バス駐車場情報の提供 

運営主体：各駐車場業者 

 

 
出典：観光バス駐車場・乗降場ご利用案内（公益社団法人 仙台観光国際協会HP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-5 

 

項目 具体的内容 

対策の 

実施状況 

○駅前広場の観光・送迎バス乗降場情報の提供 

運営主体：公益社団法人 仙台観光国際協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：観光バス駐車場・乗降場ご利用案内（公益社団法人 仙台観光国際協会HP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-6 

（４） 川崎市 

 

項目 具体的内容 

地域の課題 主要駅周辺に新たなスペース確保が難しい。 

観光入込客数 

の推移 

H27年：1,516万人 H28年：1,533万人 H29年：1,998万人 

（川崎市観光入込客数） 

対策の 

実施状況 

○川崎大師平間寺駐車場の設置 

実施時期：通年実施 

運営主体：川崎大師 

 

 
出典：大本山川崎大師平間寺へのご案内（川崎大師HP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-7 

（５） 横浜市 

 

項目 具体的内容 

地域の課題 

都心部では、200台以上の観光バス駐車場が整備され（公共施設、市有地等を活用、

民間による整備）、ピーク時の利用台数にも充足している。 

引き続き、訪日外国人等による観光バス駐車需要の増加に注視していく。 

観光入込客数 

の推移 

H27年：4,859万人 H28年：4,602万人 H29年：5,143万人 

（横浜市観光集客指標） 

対策の 

実施状況 

○観光バス駐車場情報の提供 

横浜市のホームページで、観光バス駐車場情報を公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：観光バス駐車場案内（横浜市HP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-8 

（６） 静岡市 

  

項目 具体的内容 

地域の課題 
市街地やその周辺の観光施設にバス駐車場が整備されており、観光バスの路上駐車

による交通渋滞等は発生していない。 

観光入込客数 

の推移 

H26年度：2,627万人 H27年度：2,446万人 H28年度：2,489万人 

（静岡県観光交流の動向長期時系列表） 

対策の 

実施状況 

○静岡市駿府城跡観光バス駐車場の整備 

実施時期：平成20年４月開設（24時間利用可能な市営のバス専用駐車場） 

バス駐車台数：20台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：駿府城跡観光バス駐車場（静岡市HP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-9 

（７） 浜松市 

 

項目 具体的内容 

地域の課題 
JR浜松駅周辺では、ツアーバス等の乗降場が不足し、路上駐車による危険な乗降が見

られていた。 

観光入込客数 

の推移 

H26年度：1,852万人 H27年度：1,828万人 H28年度：1,962万人 

（浜松市統計書） 

対策の 

実施状況 

○アクトシティ南バス乗り場の整備 

JR浜松駅周辺の道路混雑の緩和及び交通安全の向上を目的として、通過交通の

少ない道路において、交通規制の変更（対面通行から一方通行化）及び道路空間の

再配置により、新たな乗降場を整備 

 

 

 
 

 

（設置前）            （設置後） 

 
出典：バスのりばの設置（浜松市HP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-10 

（８） 京都市 

 

項目 具体的内容 

地域の課題 観光施設（知恩院）前や市内各所の幹線道路等で路上滞留が散見されていた。 

観光入込客数 

の推移 

H27年：5,684万人 H28年：5,522万人 H29年：5,362万人 

（京都観光総合調査） 

対策の 

実施状況 

○くるっとパーク東山バス駐車場の予約 

運営主体：一般財団法人 京都市都市整備公社 

 
出典：京都駐車場ナビ バス駐車場予約のご案内 くるっとパーク東山バス駐車場（一般財団法人 京都市都

市整備公社HP） 

○観光バス路上混雑対策ネットワーク会議の設置 

実施時期：平成28年12月～ 

運営主体：京都市 

    ① 事業者団体に向けたマナー啓発チラシ等の作成 

    ② 観光バスマナーアップキャンペーンの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：京都市内へ観光バスの乗り入れを予定されている事業者の皆様へ、観光バスの路上混雑緩和に向けた取

組について（お願い）（京都市観光バス路上混雑対策ネットワーク会議資料） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-11 

（９） 大阪市 

 

項目 具体的内容 

地域の課題 
平成26年度から関係者（市関係部局、大阪観光局、大阪府警察及び近畿運輸局）によ

る観光バス対策会議を設け、情報共有や対策に取り組んでいる。 

観光入込客数 

の推移 

H20年：5,528万人 H21年：5,426万人 H22年：6,145万人 

（大阪府観光統計調査 平成22年） 

対策の 

実施状況 

○大阪城公園城南バス駐車場の整備 

実施時期：平成28年１月増設 

城南駐車場の一部をバス駐車場（44台分）に転用し、既存50台から94台に増設 

 
出典：大阪城公園駐車場整備について（大阪城パークセンター資料） 

○日本橋観光バス乗降場所における交通規制の実施 

実施時期：平成27年１月開始 

５枠の「バス専用停車枠」を整備。バス乗降所付近は、午前８時から午後９時の

間、駐停車禁止規制（バスの乗降に限り停車可） 

 
出典：日本橋観光バス乗降スペースのパーキングメーターを休止します（大阪市、大阪観光局、大阪府警察及

び近畿運輸局による観光バス対策会議資料） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-12 

（10） 堺市 

 

項目 具体的内容 

地域の課題 観光バス駐車場がない一部の施設の周辺道路では、路上駐車が見られた。 

観光入込客数 

の推移 

H25年度：822万人 H26年度：910万人 H27年度：983万人 

（堺市ビジター実態調査） 

対策の 

実施状況 

○堺観光ガイドによるバス駐車場情報の提供 

堺観光ガイドでバス駐車場情報を公開 

 

 

 
出典：堺観光ガイドfor Business バス駐車場情報（公益社団法人 堺観光コンベンション協会HP） 

 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-13 

 

項目 具体的内容 

対策の 

実施状況 

○堺市公園協会による運営駐車場情報の提供 

堺市公園協会が運営する公園に附帯する駐車場情報を公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：運営駐車場のご案内（公益社団法人 堺市公園協会HP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-14 

（11） 奈良市 

 

項目 具体的内容 

地域の課題 
予約していないバスの急増により、入場待ちのバスが車道に並び、奈良公園周辺に深

刻な交通渋滞を引き起こしていた。 

観光入込客数 

の推移 

H27年：1,498万人 H28年：1,554万人 H29年：1,631万人 

（奈良市観光入込客数調査報告書） 

対策の 

実施状況 

○奈良公園団体バス駐車場予約システム 

奈良公園の奈良大仏殿前自動車駐車場及び奈良高畑自動車駐車場を予約するシ

ステム 

 

 
出典：奈良公園団体バス予約システム（奈良公園団体バス駐車場予約センターHP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-15 

（12） 福岡市  

 

項目 具体的内容 

地域の課題 
観光バスを受け入れるための十分な適地の確保が困難していた。 

路上活用については交通管理者、道路管理者等、関係者との調整が難航していた。 

観光入込客数 

の推移 

H26年：1,855万人 H27年：1,974万人 H28年：2,050万人 

（福岡市観光統計） 

対策の 

実施状況 

○観光バス駐車場情報の提供 

福岡観光コンベンションビューローのサイトにて駐車場情報を公開 

 

 

 
出典：福岡市観光バス駐車場（公益社団法人 福岡観光コンベンションビューローHP） 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-16 

 

項目 具体的内容 

対策の 

実施状況 

○貸切バス駐車場の整備とショットガン方式の導入 

実施時期：平成29年６月 

百道浜地区において、貸切バスの路上待機の解消等を図るため、貸切バス駐車

場（駐車台数11台）を整備 

供用後は、貸切バスショットガン方式を導入 

 

 
 

 
出典：道路交通の円滑化に関する調査（福岡市 交通対策特別委員会資料） 

 



（参考１）観光バス駐車対策事例  

参-17 

 

項目 具体的内容 

対策の 

実施状況 

○出来町公園観光バス乗降場の整備 

実施時期：平成30年４月27日開業 

運営主体：タイムズ24株式会社 

福岡市が進める『博多旧市街プロジェクト』の一環による整備 

福岡市が、公園内に観光バスが駐車し、利用者が乗降可能な場所を設置 

管理運営は、都市公園法の規定に基づき、契約事業者に管理を許可し実施 

 

  
出典：出来町公園休養施設等設置・管理運営事業者募集要項（福岡市） 

 

 

出典：出来町公園観光バス乗降場Ａ・Ｂ（タイムズ24株式会社） 

 
出典：福岡市博多区において「出来町公園観光バス乗降場」の運用開始（タイムズ24株式会社） 



（参考２）観光バス駐車場（都内主要エリア） 

参-18 

 

（参考２）観光バス駐車場（都内主要エリア） 
 

 

 
［注１］「駐車場（利用制限あり）」とは、併設する施設を利用することを条件等としている駐車場を指す（要予約は除く。）。 

［注２］「物流施設」とは、トラックターミナル・中央卸売市場を指す。 

［注３］「バス車庫」とは、路線バス・高速バス営業所・車庫を指す。 
資料：東京都都市整備局調査（平成３0年度） 

 

  



（参考２）観光バス駐車場（都内主要エリア） 

参-19 

 

（１） 浅草エリア 

 

 
［注１］「駐車場（利用制限あり）」とは、併設する施設を利用することを条件等としている駐車場を指す（要予約は除く。）。 

［注２］「物流施設」とは、トラックターミナル・中央卸売市場を指す。 

［注３］「バス車庫」とは、路線バス・高速バス営業所・車庫を指す。 
資料：東京都都市整備局調査（平成３0年度） 

 

  

2ｋｍ圏 

3ｋｍ圏 



（参考２）観光バス駐車場（都内主要エリア） 

参-20 

 

（２） 秋葉原エリア 

 

 
［注１］「駐車場（利用制限あり）」とは、併設する施設を利用することを条件等としている駐車場を指す（要予約は除く。）。 

［注２］「物流施設」とは、トラックターミナル・中央卸売市場を指す。 

［注３］「バス車庫」とは、路線バス・高速バス営業所・車庫を指す。 
資料：東京都都市整備局調査（平成３0年度） 

  

2ｋｍ圏 

3ｋｍ圏 



（参考２）観光バス駐車場（都内主要エリア） 

参-21 

 

（３） 丸の内エリア 

 

 
［注１］「駐車場（利用制限あり）」とは、併設する施設を利用することを条件等としている駐車場を指す（要予約は除く。）。 

［注２］「物流施設」とは、トラックターミナル・中央卸売市場を指す。 

［注３］「バス車庫」とは、路線バス・高速バス営業所・車庫を指す。 
資料：東京都都市整備局調査（平成３0年度） 

  

2ｋｍ圏 

3ｋｍ圏 



（参考２）観光バス駐車場（都内主要エリア） 

参-22 

 

（４） 銀座エリア 

 

 
［注１］「駐車場（利用制限あり）」とは、併設する施設を利用することを条件等としている駐車場を指す（要予約は除く。）。 

［注２］「物流施設」とは、トラックターミナル・中央卸売市場を指す。 

［注３］「バス車庫」とは、路線バス・高速バス営業所・車庫を指す。 
資料：東京都都市整備局調査（平成３0年度） 

  

2ｋｍ圏 

3ｋｍ圏 



（参考２）観光バス駐車場（都内主要エリア） 

参-23 

 

（５） お台場エリア 

 

 
［注１］「駐車場（利用制限あり）」とは、併設する施設を利用することを条件等としている駐車場を指す（要予約は除く。）。 

［注２］「物流施設」とは、トラックターミナル・中央卸売市場を指す。 

［注３］「バス車庫」とは、路線バス・高速バス営業所・車庫を指す。 
資料：東京都都市整備局調査（平成３0年度） 

  

2ｋｍ圏 

3ｋｍ圏 



（参考２）観光バス駐車場（都内主要エリア） 

参-24 

 

（６） 新宿エリア 

 

 
［注１］「駐車場（利用制限あり）」とは、併設する施設を利用することを条件等としている駐車場を指す（要予約は除く。）。 

［注２］「物流施設」とは、トラックターミナル・中央卸売市場を指す。 

［注３］「バス車庫」とは、路線バス・高速バス営業所・車庫を指す。 
資料：東京都都市整備局調査（平成３0年度） 

  

2ｋｍ圏 

3ｋｍ圏 



（参考２）観光バス駐車場（都内主要エリア） 

参-25 

 

（７） 池袋エリア 

 

 
［注１］「駐車場（利用制限あり）」とは、併設する施設を利用することを条件等としている駐車場を指す（要予約は除く。）。 

［注２］「物流施設」とは、トラックターミナル・中央卸売市場を指す。 

［注３］「バス車庫」とは、路線バス・高速バス営業所・車庫を指す。 
資料：東京都都市整備局調査（平成30年度） 

 

2ｋｍ圏 

3ｋｍ圏 


